
別居の扶養親族がいる場合には、裏面12に氏名、住所及び
国外居住者である場合は、区分を記入してください。
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国外居住
□配偶者 □留学 □障害者
□30歳未満又は70歳以上
□38万円以上の支払
□配偶者 □留学 □障害者
□30歳未満又は70歳以上
□38万円以上の支払
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